請　求　書（　　　　　　月分）　　令和８年度接種＿島田市医師会所属

　　吉田町長　様　　　　　　　　　　　　　　　　
接種医療機関所在地　〒
接種医療機関名
代表者　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　定期予防接種の業務委託に基づき接種を行ったものについて、下記のとおり請求します。

請求金額　　　　　　　　　　　　　　　　（内消費税　　　　　　　　　　円）　　　　　　年　　　月　　　日

	接種ワクチン
	対　象　年　齢
	請求額(税込)
	
	人　数
	
	小　計

	日本脳炎
	6ヶ月～3歳未満
	9,636円
	×
	人
	＝
	円

	
	3歳～6歳未満
	8,206円
	×
	人
	＝
	円

	
	6歳～7歳6ヶ月未満
	7,381円
	×
	人
	＝
	円

	
	9歳～20歳未満
	7,381円
	×
	人
	＝
	円

	麻しん又は風しん
	1　期
	1歳～2歳未満
	9,174円
	×
	人
	＝
	円

	
	2　期
	就学前1年
	7,744円
	×
	人
	＝
	円

	麻しん風しん混合
	1期※2
	1歳～2歳未満
	12,716円
	×
	人
	＝
	円

	
	2期※3
	就学前1年
	11,286円
	×
	人
	＝
	円

	
	5期※4
	
	10,461円
	×
	人
	＝
	円

	五種混合
	2ヶ月～3歳未満
	22,121円
	×
	人
	＝
	円

	
	3歳～6歳未満
	20,691円
	×
	人
	＝
	円

	
	6歳～7歳6ヶ月未満
	19,866円
	×
	人
	＝
	円

	三種混合
	2ヶ月～3歳未満
	11,396円
	×
	人
	＝
	円

	
	3歳～6歳未満
	9,966円
	×
	人
	＝
	円

	
	6歳～7歳6ヶ月未満
	9,141円
	×
	人
	＝
	円

	二種混合
	3ヶ月～3歳未満
	8,756円
	×
	人
	＝
	円

	
	3歳～6歳未満
	7,326円
	×
	人
	＝
	円

	
	6歳～7歳6ヶ月未満
	6,501円
	×
	人
	＝
	円

	
	2　期
	11歳～13歳未満
	6,501円
	×
	　　人
	＝
	円

	ＢＣＧ
	1歳未満
	13,211円
	×
	人
	＝
	円

	不活化ポリオ
	2ヶ月～3歳未満
	12,056円
	×
	人
	＝
	円

	
	3歳～6歳未満
	10,626円
	×
	人
	＝
	円

	
	6歳～7歳6ヶ月未満
	9,801円
	×
	人
	＝
	円


	接種ワクチン
	対　象　年　齢
	請求額(税込)
	
	人　数
	
	小　計

	ヒブ
	2ヶ月～3歳未満
	10,902円
	×
	人
	＝
	　円　　　　　　　　

	
	3歳～5歳未満
	9,472円
	×
	人
	＝
	円

	小児用肺炎球菌
	2ヶ月～3歳未満
	13,981円
	×
	人
	＝
	　　　円

	
	3歳～5歳未満
	12,551円
	×
	人
	＝
	　円

	子宮頸がん
	9　価
	小6～高1相当女子
	27,028円
	×
	人
	＝
	　　円

	水痘
	1歳～3歳未満
	11,011円
	×　
	　人　
	＝
	　円　

	Ｂ型肝炎
	1歳未満
	8,436円
	×　
	　　人
	＝
	　円　

	ロタリックス（1価）
	6週～24週
	16,456円
	×　
	　　人
	＝
	　円　

	ロタテック（5価）
	6週～32週
	11,429円
	×　
	　人　
	＝
	　円　

	ＲＳ
	妊娠28週～37週に至るまでの者
	30,096円
	×　
	　人　
	＝
	　円　

	高齢者インフルエンザ
	65歳以上等
	未定
	×
	人
	＝
	円

	
	自己負担金徴収（無）※１
	未定
	×　
	　人　
	＝
	　円　

	
	高用量
	75歳以上
	未定
	×
	人
	＝
	円

	
	
	自己負担金徴収（無）※１
	未定
	×　
	　人　
	＝
	　円　

	高齢者肺炎球菌
	65歳等
	3,826円
	×
	人
	＝
	円

	
	自己負担金徴収（無）※１
	11,726円
	×
	人
	＝
	円

	高齢者新型コロナ
	65歳以上等
	未定
	×　
	　人　
	＝
	　円　

	
	自己負担金徴収（無）※１
	未定
	×
	人
	＝
	円

	高齢者
帯状疱疹
	生
	65歳～100歳まで
（5歳刻み）
	4,056円
	×　
	　人　
	＝
	　円　

	
	
	自己負担金徴収（無）※１
	8,756円
	×　
	　人　
	＝
	　円　

	
	不活化
	65歳～100歳まで
（5歳刻み）
	10,056円
	×　
	　人　
	＝
	　円　

	
	
	自己負担金徴収（無）※１
	21,956円
	×
	人
	＝
	円

	中止予診料
	初診料の3割
	960円
	×
	人
	＝
	円





請求の額は、「予防接種業務委託契約書」第３条の規定に基づく。請求書は予診票を添付のうえ、送付してください。
[bookmark: _Hlk224734893]※１　実費徴収免除者（吉田町予防接種実費徴収規則第４条）
⑴　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯
⑵　災害による著しい被害及び損失その他経済的な理由により、実費を負担することが困難であると認められる世帯
※２　１歳～２歳未満の者、令和６年度内に２歳に達する又は達した者であってＭＲワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと町長が認める者
※３　５歳～７歳未満の者であって小学校就学の始期に達する日の１年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者、令和６年度接種対象者であってＭＲワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと町長が認める者
※４　昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性で、令和７年３月３１日までに抗体検査を終了しているものであってＭＲワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと町長が認める者

	金融機関名（口座振込先）

	
	支店名
	
	口座番号
	
	口座種別
	普通　・　当座　・　別段

	フリガナ
	

	口座名義
	


【担当】吉田町健康づくり課　榛原郡吉田町住吉１５６７番地（０５４８－３２－７０００）

